参考資料（第９期 理事長 亀山作成 2022年11月19日時点）
第９期定期総会に付記した「管理組合役員の業務分担について」の具体的な内容です。
新役員による第1回理事会において、参考にして頂ければと思います。





　マンション竣工後9年以上が経過し、管理運営上、様々な課題が生じてきていますが、
毎年、理事が改選されるため、解決策の検討や実現化など、理事会運営にも課題が生じています。
管理組合の役員のうち、理事長、副理事長及び監事については、管理規約にその役割や主な業務内容が規定されていますが、他の理事については特に定まっていません。また、理事長及び副理事長に負担が偏りがちになり、過大になることが懸念されます。
　そこで、こうした状況を少しでも改善し、円滑に管理組合の業務が進むように、大凡想定される業務の分担を決めて、各理事にいずれかの業務を担当してもらうことを推奨します。
管理組合役員の主な業務分担の提案内容は次のとおりです。
	役職
	主な業務
	人数
	規約・細則等の担当

	理事長

	管理組合の運営総括
総会、理事会の運営
管理会社との連絡調整等に関すること
	1名
	

	副理事長
（書記担当兼務）
	理事長不在の場合の代理、会議運営補佐、
総会、理事会でのボイスレコーダー録音、
議事録素案からの内容修正
	1名
	管理規約

	理事
（会計担当）
	管理組合運営費の会計、運用、商品購入に関すること
	1名
	

	理事
（広報担当）
	アンケートの作成・掲示、ホームページの更新に関すること（外注も可能）
	1名
	

	理事
（建物・設備担当）
	建物・設備の保守管理、修繕に関すること
（駐車場、駐輪場、バイク置場の管理を除く）
	1名
	専有部分の修繕に関する細則
長期修繕計画書

	理事
（駐車場等担当）
	駐車場、駐輪場、バイク置場の管理に関すること
	1名
	左記の各使用細則

	理事
（生活環境担当）
	ごみ置場の管理に関すること
敷地内の放置物品等に関すること
	1名
	使用細則

	理事
（防犯・防災担当）
	防犯カメラに関すること
防災訓練に関すること
	1名
	防犯カメラ管理運用細則
防火管理者に関する細則

	理事
（自治会・地域担当）
	自治会、その他地域活動に関すること

	1名
	宅配ボックス仕様細則
ペット使用細則

	監事

	業務及び会計の監査に関すること
管理委託契約の内容に関すること
	1名
	重要事項説明書
管理委託契約書


　※上記の業務分担は、役員が１０名の場合を想定したものです。
　※役員が９名の場合は、いずれかの理事が二つの業務を担当する想定です。
　　（例えば、「防犯・防災」と「自治会・地域」の二つを担当するなど）
　※役員改選時には、各担当の旧理事から新理事に業務内容や申し送り事項を引継ぐことにより、新理事の業務が少し円滑になると思います。
